
 

 

令和 3年 1月吉日 

茨城県作業療法士会 会員各位 

公益社団法人 茨城県作業療法士会 

                 会   長   大場 耕一    
MTDLP推進部長    関 真理子    

 

令和 2 年度 第 2回 MTDLP事例検討会 開催のご案内 
  

時下、貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、標記の

研修会を下記のとおり開催いたします。 

MTDLP 基礎研修を受講後、実践者研修修了の為には①事例検討会での事例発表、②協

会事例報告入力完了が必要となります。事例報告登録を検討している方や、事例を通して

MTDLP の活用方法について学びたい方など聴講者としての参加も可能です。なお、発表者

は現職者共通研修の「10.事例報告」、聴講のみの方は 「9.事例検討」の受講要件となってい

ますので、この機会に是非ご参加検討ください。 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインにて実施致します。 
 

記 
【第 2回 MTDLP事例検討会】 

１ 日時：令和 3年 3月 7日（日） 9:30～15：00（予定） 

※受付 9：00～Zoomミーティングを開室します 

 

２  形態：Zoom（Web 会議ツール）を使用したオンライン研修会となります。スマートフォ

ンでの参加も可能ですが、資料の閲覧の為に画面共有を行う場面があるた

め、PC 等での参加をお勧めします。また、安定した Wi-Fi 環境での接続を

お勧めします。 

 

３ 定員：20名 

 

４ 受講の要件： 

（1） （一社）日本作業療法士協会ならびに茨城県作業療法士会の 

令和 2年度会費納入者  

（2） （一社）日本作業療法士協会ならびに他都道府県士会所属の 

令和 2年度会費納入者  

 

５ 内容：9：30～15：00（予定）進行状況に合わせて休憩を取りながら行います。 

   

1.事例検討会の進め方について 

2.事例検討会 

3.事例検討会、事例報告登録のポイントについて 

  ※発表者の人数によって時間は変更となる場合があります。 
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  ６ 申し込み方法 

  ＊当日受付はなく、事前申し込みとなります。 

  ＊申し込みは Google フォーム（下記の URL）からの必要事項を入力ください。 

  ＊申込時のメールアドレスは Google アカウント（xxxxx@gmail.com）で 

ご登録ください。（Google アカウントでないと資料配布ができません） 

 

  ＊申し込み締め切り：令和 3年 2月 28日 

 

★Google フォーム：https://forms.gle/VjRTFA3p8Y1LfdMN7 
  

 

【事例発表について】 
（１）提出資料 

発表者は以下の資料をご用意頂き、以下のメールアドレスまでご送信下さい。 

 

◆抄録：A4 用紙 1～2 枚に「はじめに」「事例紹介」「評価」「経過」「結果」「考察」等を記載。 

◆生活行為向上マネジメントシート 

◆生活行為課題分析シート 

  

 

 

 

（２）提出先 (締め切り：令和 3 年 2月 28 日(日)まで) 

公益社団法人 茨城県作業療法士会  教育学術局 

e-mail：iaot.educate@gmail.com 

（３）発表方法 

 Power Point にて図表、写真等を使用し、わかりやすく発表してください。 
 

 

 

７ 参加費 

  銀行振込にてお支払いください。 

  受講料：発表者 4,000円、聴講者 2,000円 

 

  口座番号：常陽銀行 本店営業部（店番 004） 

       普通預金 3860402 公益社団法人茨城県作業療法士会 

  振込期間：令和 3年 2月 24日（水）～3月 3日（水） 

 

 ＊振込依頼人は「20-10 お名前」をご入力ください 

（例：20-10 イバラキタロウ） 

 ＊振込期間内に入金が確認できない場合は、受講できませんのでご注意ください。 

 

８ 配布資料について 

 ・入金期間終了後に入金確認が取れ次第、登録したメールアドレスに案内を送付い

たします。 

 ・配布資料の閲覧は、研修会前日から可能となります。 

各シートは日本作業療法士協会 HP よりダウンロード可 
会員向け情報→生活行為向上マネジメント→MTDLP シート 



 

 

９ 受講方法について 

  ・リアルタイム映像配信には、Zoomを使用します。 

  ・Zoom の入室方法についても申し込み受付後に配布される資料をご確認下さい。 

    

１０ 生涯教育ポイント 

・発表者は現職者共通研修の「10.事例報告」、聴講のみの方は 「9.事例検討」の

受講要件となっています。 

・既に現職者共通研修を受講済みの方は生涯教育基礎ポイント 2 ポイントが付与

されます。（今回、現職者共通研修として受講される方は 2 ポイントの付与はあ

りません。） 

 

１１ 問い合わせ先 

公益社団法人 茨城県作業療法士会 事務局 水野（研修担当：関 真理子） 

TEL：029-302-7092  FAX：029-353-8475   

Mail：office2＠ibaraki-ot.org 

 

 


